
２　加入促進強化月間実施要綱

１　趣    　　　旨

２　実　施　期　間 自　平成29年10月 1日

至　平成29年10月31日

３　後　　　　　援

４　協　賛　団　体

(五十音順)

全 国 建 設 産 業 団 体 連 合 会

全 国 建 設 業 協 同 組 合 連 合 会

全 国 建 設 産 業 協 会

住 宅 生 産 団 体 連 合 会

全 国 圧 接 業 協 同 組 合 連 合 会

全国管工事業協同組合連合会

全 国 基 礎 工 事 業 団 体 連 合 会

全 国 建 設 業 協 会

日 本 機 械 土 工 協 会 日 本 鳶 工 業 連 合 会

日 本 基 礎 建 設 協 会 日 本 保 温 保 冷 工 業 協 会

全 国 建 設 室 内 工 事 業 協 会

全 国 建 設 労 働 組 合 総 連 合

全国ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送事業団体連合会

全 国 さ く 井 協 会

全 国 タ イ ル 業 協 会

全 国 中 小 建 設 業 協 会

日 本 橋 梁 建 設 協 会
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日本建設インテリア事業協同組合連合会

プレストレスト・コンクリート建設業協会

日 本 空 調 衛 生 工 事 業 協 会 プ レ ハ ブ 建 築 協 会

日 本 ウ レ タ ン 断 熱 協 会 日 本 電 設 工 業 協 会

日本外壁仕上業協同組合連合会 日 本 道 路 建 設 業 協 会

日 本 型 枠 工 事 業 協 会 日 本 塗 装 工 業 会

消 防 施 設 工 事 協 会

全 国 ク レ ー ン 建 設 業 協 会

及 び 各 都 道 府 県 建 設 業 協 会

建 設 産 業 専 門 団 体 連 合 会 全 国 鉄 筋 工 事 業 協 会

日本室内装飾事業協同組合連合会

日 本 建 設 業 連 合 会

全 国 道 路 標 識 ・ 標 示 業 協 会 日本建設軀体工事業団体連合会

全 国 防 水 工 事 業 協 会 日 本 建 築 板 金 協 会

日 本 計 装 工 業 会

カーテンウォール･防火開口部協会 全国中小建築工事業団体連合会 日 本 建 設 業 経 営 協 会

鉄 骨 建 設 業 協 会 日 本 造 園 組 合 連 合 会

日 本 ア ン カ ー 協 会 日 本 造 園 建 設 業 協 会

日 本 埋 立 浚 渫 協 会 日 本 タ イ ル 煉 瓦 工 事 工 業 会

全国マスチック事業協同組合連合会 日 本 左 官 業 組 合 連 合 会

全 日 本 瓦 工 事 業 連 盟 日 本 サ ッ シ 協 会

ダイヤモンド工事業協同組合

平成29年度

建設業退職金共済制度加入促進強化月間実施要綱

独立行政法人 勤労者退職金共済機構

　建設業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づき創設された建設業に係る退職金制度であり、

厚 生 労 働 省 国 土 交 通 省

　本強化月間は、関係諸機関、諸団体のご協力の下、下記の加入促進、履行確保活動を重点的に実施する

ことにより、本制度のより一層の充実を図ることを趣旨とするものです。

建設現場で働く労働者の福祉の増進と建設業の振興に寄与することを目的とするものです。

　本制度には現在約17万の建設事業主、約221万人の労働者が加入していますが、上記の目的の達成のため

には、できるだけ多くの事業主に本制度への加入を働きかけていくことが必要です。

　また、本制度の被共済者である労働者の方々に共済手帳が確実に交付され、共済証紙が適切に購入・貼

付されるよう制度の履行確保を徹底することが不可欠です。

建設業退職金共済事業本部



５　協力依頼機関・団体

(1) 行 政 機 関

(2) 金融関係団体

６　実　施　事　項

(1) 加入促進及び履行確保の推進

(2) 表彰の実施

(3) 広 報 活 動

　① テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディア及び地方公共団体・建設業関係団体等の発行する広報紙(誌)
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　⑥ 関係官公庁、建設業団体が開催する各種会議において、積極的に制度説明を行うとともに、加入勧

　 奨を行います。

　⑦ 現場事務所及び工事現場の出入口等の見やすい場所への「建退共現場標識」(シール)の掲示を要請

　 します。

　⑧ 掛金収納書提出方式（四連符方式）未実施の市区町村の多い都道府県を重点に、当該都道府県の協

　⑤ 工事現場等で本制度への認識を高めるため、パンフレット等を備付・配付します。

　 よう依頼します。

  信金中央金庫・全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会（順不同）

　① 建設業退職金共済制度の加入促進を図るため、厚生労働省及び国土交通省の出席を得て、主な建設

　 業団体を対象に「建設業退職金共済制度加入促進等連絡会議」を開催します。 

本制度の普及徹底、加入促進及び履行確保について、特に貢献のあった事業主団体、事業所または個

　② 元請事業主を訪問し、下請事業主の加入指導及び事務受託の推進を依頼します。あわせて、専門工

　 事業団体の協力を得て、未加入事業所に対する加入勧奨を行います。

　③ 公共発注機関・旧公団等に対し、工事に参加する未加入事業主への加入指導を要請します。

　④ 民間発注者団体に対し、本制度のＰＲ及び普及を図り、未加入事業所に対する加入勧奨が図られる

　 を行います。

　人を表彰します。

　 において、本制度に関する広報を強化します。

　② ポスター、パンフレットの作成・配布、ＤＶＤ･ホームページの活用等により、積極的な広報活動

　 力を得て、未実施の市区町村に四連符方式を実施するよう依頼します。

　⑨ 共済契約者に対し、対象労働者のすべてに対する共済手帳の交付及び適切な共済証紙の購入・貼付

　 を要請するとともに、共済手帳及び共済証紙の受払簿の普及徹底を図ります。なお、履行が不十分な

　 共済契約者に対し、前述の適正な履行の確保を要請します。

　都道府県労働局・地方整備局・労働基準監督署・公共職業安定所・都道府県・市区町村　(順不同)

(一社)全国銀行協会・(一社)全国地方銀行協会・(一社)第二地方銀行協会・㈱商工組合中央金庫・


	一社混合

